
重要事項説明書（居宅介護） 
（令和６年１１月１日現在） 

事業者の概要 

事 業 者 名  社 会 医 療 法 人  尚 徳 会  

代 表 者 名  理 事 長   伊 佐 地  秀 司  

所 在 地  桑 名 市 さ く ら の 丘 １ 番 地  

 

当事業所の概要 

事 業 所 名  ヘ ル パ ー ス テ ー シ ョ ン 「 よ な は 」  

所 在 地  桑 名 市 星 見 ヶ 丘 7 丁 目 1 2 1  

指 定 事 業 所 番 号  2 4 1 0 1 0 0 0 1 6 1 1  

連 絡 先  
電 話  （ 0 5 9 4） － 8 7－ 6 6 6 2  

Ｆ Ａ Ｘ （ 0 5 9 4） － 8 7－ 6 6 6 4     

管 理 者 氏 名  近 藤  尚 代  

サ ー ビ ス 提 供 責 任 者  近 藤  尚 代  

営 業 時 間  
午 前 7 時 半 ～ 午 後 8 時 （ 年 中 無 休 ）                                    

＊ 時 間 外 サ ー ビ ス 希 望 の 方 は 相 談 可  

提 供 実 施 地 域  
桑 名 市 、朝 日 町 、川 越 町 、木 曽 岬 町 、

東 員 町  
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サ ー ビ ス 内 容  

１ 身 体 介 護  

 ① 食 事 の 介 護  

 ② 排 泄 の 介 護  

 ③ 衣 類 着 脱 の 介 護  

 ④ 入 浴 の 介 護  

 ⑤ 身 体 の 清 拭 、 洗 髪  

 ⑥ 通 院 等 の 介 護  

 ⑦ そ の 他 必 要 な 身 体 の 介 護  

２ ． 家 事 援 助  

  ① 調 理  

  ② 衣 類 の 洗 濯 、 補 修  

  ③ 住 居 等 の 掃 除 、 整 理 整 頓  

  ④ 生 活 必 需 品 の 買 い 物  

  ⑤ 関 係 機 関 と の 連 絡 調 整  

  ⑥ そ の 他 必 要 な 家 事  

３ ． 生 活 等 に 関 す る 相 談 、 助 言  

  生 活 、 身 上 、 介 護 に 関 す る 相 談 、 助 言   

４ ． 外 出 時 に お け る 移 動 の 介 護  

  ① 外 出 時 の 移 動 の 介 護 な ど 外 出 時 の 付 き 添 い に 関 す

る こ と （ 1 . の 業 務 の 一 環 と し て 行 わ れ る 外 出 時 の 付

き 添 い を 除 く 。）  

  ② ガ イ ド ヘ ル パ ー に よ る 移 動 の 介 護  

５ .  通 院 の た め の 介 護  

  ① 身 体 介 護 〔 通 院 介 助 〕 １ － ⑥  

６ .  前 各 号 に 掲 げ る 便 宜 に 付 帯 す る 便 宜  

  1 か ら 6 に 付 帯 す る そ の 他 必 要 な 介 護 、 家 事 、 相 談 、

助 言  

訪 問 介 護 計 画 書 に つ い て  

具 体 的 な サ ー ビ ス 内 容 及 び 介 護 区 分 に つ い て は 、 訪 問 介

護 計 画 書 を 作 成 し 、 後 日 、 担 当 の サ ー ビ ス 提 供 責 任 者 よ

り 説 明 と 交 付 を 行 い ま す 。  

交 通 費  

・ 訪 問 の 行 き 帰 り は 通 常 の 提 供 実 施 地 域 な ら ば 無 料 で す 。



そ れ 以 外 の 地 域 で あ れ ば 、 利 用 者 の 実 費 負 担 に な り ま

す 。（ 1 ｋ ｍ に つ き ３ ０ 円 ）  

・ 通 院 時 等 の 外 出 介 助 時 （ 公 共 交 通 機 関 の 利 用 な ど ） の

交 通 費 は 利 用 者 の 実 費 負 担 に な り ま す 。  

・ 駐 車 場 の か か る 費 用 は 利 用 者 の 負 担 と す る 。  

水 道 代 ・ ガ ス 代 ・ 電 話 代  

利 用 者 の ご 自 宅 で サ ー ビ ス を 実 施 す る た め に 、 水 道 ・ ガ

ス ・ 電 話 を 利 用 し た 場 合 、 そ の 代 金 は 利 用 者 の 実 費 負 担

に な り ま す 。  

居 宅 介 護 の 利 用 料  

利 用 時 間  身 体 介 護  家 事 援 助  

3 0 分  2 5 6 単 位  1 0 6 単 位  

1 時 間  4 0 4 単 位  1 9 7 単 位  

1 時 間 3 0 分  5 8 7 単 位  2 7 5 単 位  

2 時 間  6 6 9 単 位  3 1 1 単 位 に 、

1 5 分 毎 に 3 5

単 位  

2 時 間 3 0 分  7 5 4 単 位  

3 時 間  8 3 7 単 位  

3 時 間 3 0 分  9 2 1 単 位  

4 時 間  1 0 0 4 単 位  

＊ 特 定 事 業 所 加 算 Ⅱ を 取 得 し て い る た め 所 定 単 位

数 に 1 0 ％ 加 算 致 し ま す 。  

＊ 通 院 中 の 介 護 に 要 す る 時 間 ・ ・ 身 体 介 護 の 利 用 料 と な

り ま す 。  

＊ 福 祉 ・ 介 護 職 員 処 遇 改 善 加 算 の 割 合 に 応 じ て 一 部 負 担

金 が 発 生 致 し ま す 。（ 4 1 . 7 % ）  

＊ 利 用 者 負 担 は 、 受 給 者 証 負 担 額 に よ り ま す 。  

加 算 割 合  

提 供 時 間 帯  早 朝  夜 間  深 夜  

時 間 帯  6 : 0 0 ~ 8 : 0 0  1 8 : 0 0 ~ 2 2 : 0 0  2 2 : 0 0 ~ 6 : 0 0  

加 算 割 合  2 5 %  2 5 %  5 0 %  

※ 早 朝 夜 間・深 夜 は 通 常 時 間 帯 ( 8 : 0 0 ~ 1 8 : 0 0 ) の 利 用 料 金 に

加 算 さ れ ま す 。  



キ ャ ン セ ル 料 金  

利 用 者 の 都 合 に よ り 、 予 約 し て い た サ ー ビ ス の 利 用 を 中

止 す る 場 合 は 、 キ ャ ン セ ル 料 が 必 要 と な る 場 合 が あ り ま

す 。  

サ ー ビ ス 提 供 の 前 日 午 後 5 時 ま で に 連 絡 が あ っ た 場 合 、

キ ャ ン セ ル 料 は 不 要 で す 。  

当 日 の キ ャ ン セ ル は 介 護 給 付 費 全 体 の 半 額 を 請 求 さ せ て

い た だ き ま す 。（ 病 状 の 急 変 な ど の 場 合 の キ ャ ン セ ル 料 は

不 要 で す 。）  

そ の 他 の 料 金  

居 宅 介 護 費 が 適 用 さ れ な い サ ー ビ ス を 利 用 す る 場 合 や 、

居 宅 介 護 費 の 利 用 限 度 額 を 超 え た サ ー ビ ス を 利 用 す る 場

合 は 、 利 用 者 の 全 額 負 担 と な り ま す 。  

解 約  

・ 当 事 業 所 に 解 約 を 希 望 す る 日 の 7 日 前 ま で に 申 し 出 を

い た だ い た 場 合 、 ご 希 望 の 日 に 解 約 す る こ と が で き ま

す 。  

・ 利 用 者 は 、 当 事 業 所 が 正 当 な 理 由 な く サ ー ビ ス を 提 供

し な い 場 合 な ど に は 、 文 書 で 通 知 を 行 っ て い た だ く こ

と に よ り 直 ち に 契 約 を 解 約 す る こ と が で き ま す 。  

・ 当 事 業 所 が 事 業 を 休 止 す る 場 合 や 、 や む を 得 な い 事 情

に よ り サ ー ビ ス の 提 供 が 困 難 に な っ た 場 合 に 、 契 約 を

解 約 さ せ て い た だ く 場 合 が あ り ま す 。  

支 払 方 法  

・ 利 用 料 の 請 求 は 、 一 ヶ 月 単 位 で お こ な い ま す 。  

・ 請 求 書 は サ ー ビ ス 利 用 の 翌 月 初 め ま で に 手 元 に お 届 け

し ま す 。  

・ 請 求 書 は 必 ず 内 容 を 確 認 し て く だ さ い 。  

・ お 支 払 い 方 法  

く わ し ん 、 百 五 （ サ ー ビ ス 利 用 月 の 翌 月 ２ ０ 日 ）  

上 記 以 外 の 金 融 機 関 （ サ ー ビ ス 利 用 月 の 翌 月 ２ ７ 日 ）  

※ 登 録 が 完 了 す る ま で の 間 は 現 金 集 金 さ せ て い た  だ

き ま す 。  



※ 銀 行 届 印 が 不 確 実 な 場 合 は 銀 行 へ 確 認 し て か ら の 提

出 を お 願 い し ま す 。  

※ 金 融 機 関 の 休 業 日 の 場 合 は 、 翌 営 業 日 と な り ま す 。  

引 き 落 し 後 、 受 領 書 を 発 行 し 翌 月 末 日 ま で に お 手 元

に お 届 け し ま す 。  

日 常 的 金 銭 管 理 ・ 財 産 管 理 へ の 対 応  

当 事 業 所 は 、 利 用 者 に サ ー ビ ス を 提 供 す る 際 の 家 事 援 助

の 買 い 物 等 に つ い て は 、 当 事 業 所 の 立 替 払 い と し 、 レ シ

ー ト （ 領 収 書 ） と 引 き 換 え に 代 金 を お 支 払 い い た だ き ま

す 。 た だ し 高 額 に な る 場 合 （ 5 , 0 0 0 円 を 超 え る 場 合 ）、 前

も っ て 現 金 を お 預 か り し ま す 。 そ の 際 は 、 利 用 者 と 訪 問

介 護 員 の 双 方 確 認 の 上 、「 訪 問 介 護 経 過 実 施 記 録 」 に 記 入

し ま す 。  

損 害 賠 償  

サ ー ビ ス 提 供 に 伴 っ て 当 事 業 所 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に

よ り 、利 用 者 に 対 し て 賠 償 す べ き こ と が 起 こ っ た 場 合 は 、

誠 実 に 対 応 す る と と も に 、 契 約 書 本 文 第 1 1 条 に 基 づ き 、

金 銭 等 に よ り 賠 償 を い た し ま す 。  

災 害 発 生 時 の 対 応  

・ 災 害 が 予 測 さ れ る よ う な 天 候 悪 化 の 時 、 訪 問 ス ケ ジ ュ

ー ル の 調 整 又 は 中 止 を す る 場 合 が あ る 。  

・ 災 害 発 生 時 の 訪 問 介 護 の サ ー ビ ス 提 供 は 行 え ま せ ん 。  

・ サ ー ビ ス 提 供 時 に 災 害 が 発 生 し た 場 合 は 、 最 寄 の 避 難

所 ま で の 誘 導 を 試 み ま す 。  

緊 急 時 の 対 応  

・ 訪 問 時 、 利 用 者 の 病 状 の 急 変 な ど 発 見 し た 場 合 は 、 速

や か に 主 治 医 、 訪 問 看 護 な ど の 医 療 機 関 に 連 絡 を 取 る

と 共 に 、 必 要 に 応 じ て 救 急 の 対 応 を 取 り ま す 。  

 

業 務 継 続 計 画 の 策 定  

・ 当 事 業 者 は 、 感 染 症 や 自 然 災 害 の 発 生 時 に お い て 、 ご



利 用 者 に 対 す る サ ー ビ ス の 提 供 を 継 続 的 に 実 施 す る た

め の 、 及 び 非 常 時 の 体 制 で の 早 期 の 業 務 再 開 を 図 る た

め の 計 画 を 策 定 し 、 当 該 業 務 継 続 計 画 に 従 い 必 要 な 措

置 を 講 じ ま す 。  

。 訪 問 介 護 員 に 対 し 、 業 務 継 続 計 画 に つ い て 周 知 す る と

と も に 、 必 要 な 研 修 及 び 訓 練 を 定 期 的 に 実 施 し ま す 。  

・ 定 期 的 に 業 務 継 続 計 画 の 見 直 し を 行 い 、 必 要 に 応 じ て

業 務 継 続 計 画 の 変 更 を 行 い ま す 。  

衛 生 管 理 等  

・ 当 事 業 所 は 、 訪 問 介 護 員 の 清 潔 の 保 持 及 び 健 康 状 態 の

管 理 を 行 う と と も に 、 事 業 所 の 設 備 及 び 備 品 等 の 衛 生

的 な 管 理 に 努 め 、 事 業 所 に お い て 感 染 症 が 発 生 し 、 又

は ま ん 延 し な い よ う に 次 に 掲 げ る 措 置 を 講 じ ま す 。  

  ① 当 事 業 所 に お け る 感 染 症 の 予 防 及 び ま ん 延 の 防 止

の た め の 対 策 を 検 討 す る 委 員 会 を お お む ね ６ 月 に

1 回 以 上 開 催 す る と と も に 、そ の 結 果 に つ い て 、訪

問 介 護 員 に 周 知 徹 底 し て い ま す 。  

  ② 当 事 業 所 に お け る 感 染 症 の 予 防 及 び ま ん 延 の 防 止

の た め の 指 針 を 整 備 し て い ま す 。  

  ③ 訪 問 介 護 員 に 対 し 、 感 染 症 の 予 防 及 び ま ん 延 の 防  

止 の た め の 研 修 及 び 訓 練 を 定 期 的 に 実 施 し ま す 。  

虐 待 ・ 身 体 拘 束 の 防 止  

・ 当 事 業 所 は 、 利 用 者 の 人 権 の 擁 護 ・ 虐 待 及 び 身 体 拘 束

等 の 発 生 又 は そ の 防 止 の た め の 次 に 掲 げ る 措 置 を 講 じ

ま す 。  

  ① 虐 待 防 止 ・ 身 体 拘 束 等 の 適 正 化 の た め の 対 策 を 検

討 す る 委 員 会 を 定 期 的 に 開 催 す る と と も に 、 そ の

結 果 に つ い て 従 業 員 に 周 知 徹 底 を 図 っ て い ま す 。  

  ② 虐 待 防 止 ・ 身 体 拘 束 等 の 適 正 化 の た め の 指 針 を 整

備 し て い ま す 。  

  ③ 虐 待 防 止 ・ 身 体 拘 束 等 の 適 正 化 の た め の 定 期 的 な

研 修 を 実 施 す る 等 の 必 要 な 措 置 を 講 じ ま す 。  

  ④ 前 ３ 号 に 掲 げ る 措 置 を 適 切 に 実 施 す る た め の 責 任  

者 を 配 置 し ま す 。  

・ サ ー ビ ス の 提 供 中 に 、 従 業 員 又 は 養 護 者 （ 利 用 者 の 家  



族 等 高 齢 者 を 現 に 養 護 す る 者 ） に よ る 虐 待 当 を 受 け た

と 思 わ れ る 利 用 者 を 発 見 し た 場 合 は 、 速 や か に 市 町 村

に 通 報 し ま す 。  

・ 利 用 者 等 又 は 他 の 利 用 者 等 の 生 命 又 は 身 体 を 保 護 す る

た め 緊 急 や む を 得 な い 場 合 を 除 き 、 身 体 拘 束 そ の 他 利

用 者 の 行 動 を 制 限 す る 行 為 （ 以 下 「 身 体 拘 束 等 」 と い

う 。） を 行 い ま せ ん 。 や む を 得 ず 身 体 拘 束 等 を 行 う 場 合

は 、 そ の 態 様 及 び 時 間 、 そ の 際 の 利 用 者 の 心 身 の 状 況

並 び に 緊 急 や む を 得 な い 理 由 を 記 録 し ま す 。  

ハ ラ ス メ ン ト 対 策  

・ 当 事 業 所 は 、 適 切 な サ ー ビ ス の 提 供 を 確 保 す る 観 点 か

ら 職 場 に お い て 行 わ れ る 性 的 な 言 動 又 は 優 越 的 な 関 係

を 背 景 と し た 言 動 で あ っ て 業 務 上 必 要 か つ 相 当 な 範 囲

を 超 え た も の に よ り 療 法 士 等 の 就 業 環 境 が 害 さ れ る こ

と を 防 止 す る た め の 方 針 の 明 確 化 等 の 必 要 な 措 置 を 講

じ ま す 。  

守 秘 義 務  

・ 当 事 業 所 は 、 利 用 者 に サ ー ビ ス を 提 供 す る う え で 知 り

得 た 情 報 は 、決 し て 第 三 者 に 漏 ら す こ と は あ り ま せ ん 。

契 約 終 了 後 も 職 員 が 当 事 業 所 を 退 職 し た 後 も 同 様 で す 。 

・ 訪 問 介 護 を 円 滑 に 実 施 す る た め に 行 う サ ー ビ ス 担 当 者

会 議 な ど で 必 要 な 場 合 に お い て 、 利 用 者 や そ の 家 族 の

情 報 を 使 用 し ま す 。 使 用 に あ た り 、 必 要 最 小 限 に 留 め

関 係 者 以 外 に 決 し て 漏 れ る 事 が な い よ う 細 心 の 注 意 を

い た し ま す 。  

サ ー ビ ス 提 供 の 記 録 等  

・ 当 事 業 所 は 、 訪 問 介 護 に 係 る 記 録 書 を 作 成 し 、 そ の 完

結 の 日 か ら 2 年 間 保 存 し ま す 。  

・ 利 用 者 は 、 営 業 時 間 内 に 事 業 所 に て 、 利 用 者 本 人 に 関

す る 記 録 書 を 閲 覧 す る こ と が で き 、 そ の 複 写 を 受 け と

る こ と が で き ま す 。但 し 、複 写 に 要 す る 実 費 相 当 額 は 、

利 用 者 負 担 と な り ま す 。  

苦 情 の 窓 口  



ヘ ル パ ー ス テ ー シ ョ ン 「 よ な は 」  

桑 名 市 星 見 ヶ 丘 7 丁 目 1 2 1  

T E Ｌ  ( 0 5 9 4 ) － 8 7 － 6 6 6 2     窓 口   近 藤  尚 代  

F A X   ( 0 5 9 4 ) － 8 7 － 6 6 6 4         

 

法 人 の 第 三 者 委 員 も 設 置 し て お り ま す 。 ご 相 談 の 際 は 社 会 医

療 法 人 尚 徳 会 の 事 務 局 を 通 じ て 連 絡 を 取 ら せ て 頂 き ま す 。  

 

＜ 桑 名 市 役 所 ＞   

保 健 福 祉 部 介 護 高 齢 課    T E L  0 5 9 4 － 2 4 － 1 1 7 0  

＜ 国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会 ＞ T E L  0 5 9 － 2 2 8 － 9 1 5 1  

＜ 三 重 県 運 営 適 正 化 委 員 会 ＞ T E L  0 5 9 － 2 2 4 － 8 1 1 1  

 


